
公益財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団臨時的任用職員採用募集要項

公益財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団では、こうち男女共同参画センター「ソーレ」に

勤務する臨時的任用職員を募集します。

１ 採用予定人員

１名

２ 職種

臨時的任用職員（週５日勤務）

３ 業務内容

・受付業務全般（貸室利用受付、お客様対応、窓口・電話対応）

・図書室業務

・施設管理補助及び事務補助

・財団が実施する講座・講演会開催及び広報に伴う補助

４ 勤務場所

こうち男女共同参画センター「ソーレ」（高知市旭町３丁目１１５番地）

５ 採用予定日及び雇用期間

（１）採用予定日

令和８年４月１日

（２）雇用期間

令和８年４月１日～令和９年３月３１日

※雇用期間が連続３年を超えない範囲で、１年毎に契約を更新する場合があります。

ただし、財団が令和９年４月１日から始まる「こうち男女共同参画センター」の指

定管理期間に係る指定管理者としての指定を受けなかった場合は、１年を限度と

します。

６ 応募資格

（１）次の全ての条件に該当する者を対象とします。

①民間企業、ＮＰＯ又は官公庁などにおいて、職務経験があること

②パソコン操作（ワード・エクセル等）が支障なく行えること

③高等学校を卒業していること

臨時的任用職員



（２）ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。

①成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの人

③日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した人

７ 期待する人材像

次のような人を採用したいと考えています。

（１）女性の人権、男女共同参画社会の実現に理解がある人

（２）物事を論理的に考えられる人

（３）人とのコミュニケーションを好む人

（４）学習意欲の高い人

８ 審査の日時・場所・審査内容・合格発表

（１）第１次審査（書類選考）

①提出された申込書ほか関係書類による書類選考を行います。

②書類選考の結果は、電話でご連絡します。

③令和８年３月１９日（木）までに、第１次審査の結果が通知されない場合には、（公財）

こうち男女共同参画社会づくり財団（下記問い合わせ先）までお問い合わせください。

（２）第２次審査（面接：第１次審査を通過した者のみ）

①日 時 令和８年３月２２日（日） 開始時刻は第１次審査結果通知時に決定します。

②場 所 こうち男女共同参画センター（高知市旭町３丁目１１５番地）

③審査内容 面接

（３）合格発表

令和８年３月２３日（月）以降に、本人あてに電話で通知します。

（４）その他

①試験の申込書や関係書類及び口述したことに虚偽や不正があることが判明した場合に

は、合格を取り消します。

②提出された申込書ほか関係書類は、財団の責任において廃棄します。

９ 申込手続き

（１）申込方法

次の①及び②の書類を下記（２）申込先に、書留又は持参で提出してください。

①及び②の書類は、こうち男女共同参画センター「ソーレ」ホームページからもダウン

ロードできます（https://www.sole-kochi.or.jp）。なお、様式の郵送を希望する場合は、
１１０円切手を貼付した定型封筒を添えて、（２）申込先までお申し込みください。



①公益財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団臨時的任用職員採用試験申込書

（別紙指定様式）

②職務経歴書（別紙指定様式）

（２）申込先

（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団

〒７８０－０９３５ 高知市旭町３丁目１１５番地

※郵送の場合には、封筒の表面に「職員採用申込」と朱書きしてください。

（３）申込期限

令和８年３月１６日（月）１７時必着 ※持参の場合は９時～１７時まで受付

10 勤務条件

（１）勤務形態

１日７時間４５分・週５日勤務

（２）勤務時間

８時３０分～１７時１５分までの７時間４５分（休憩時間１時間）

（３）休暇

年次有給休暇、夏期休暇、病気休暇、その他の特別休暇制度があります。

（４）給与

①基本給

月額１８８，０００円 ※昇給なし

②期末手当

なし

③時間外勤務手当

時間外勤務を行った場合には、時間外勤務手当が支給されます。

④通勤手当

通勤に要する運賃等の額を支給します。

（５）社会保険

健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。

（６）その他の勤務条件

財団の諸規程にしたがいます。



11 公益財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団の概要

（１）目的

女性差別等に関する諸問題についての認識を深め、その解決を図るための諸事業を行

い、もって女性と男性が社会のあらゆる分野に分け隔てなく参画する男女共同参画社

会の実現に寄与すること

（２）実施事業

上記の目的を達成するため、男女共同参画の推進に関する情報収集・提供、調査研究、

啓発、講演会・講座の開催、相談、こうち男女共同参画センターの管理・運営など

（３）職員数

館長を含め１１名

（４）指定管理者

令和４年４月１日～令和９年３月３１日の間、高知県から「こうち男女共同参画セン

ター」の指定管理者として指定されています。

【問い合わせ先】

（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団

高知市旭町３丁目１１５番地

電話：０８８－８７３－９１００

ＨＰ：https://www.sole-kochi.or.jp
担当：野口・森川

（休館日：毎月第２水曜日・祝日・年末年始）

お問い合わせは９：００から１７：００の間にお願いします。


